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　市民人権標語 　　　小学生の作品　　　助け合い　家事を分たん　気持ちいい

男女雇用機会均等法
及び育児・介護休業法の
解釈が一部変更されました！

　

「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均

等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
」
（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
）

及
び
「
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等
育
児

又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

に
関
す
る
法
律
」（
育
児
・
介
護
休
業
法
）

で
は
、
妊
娠
・
出
産
、
育
児
・
介
護
を

理
由
と
し
て
解
雇
等
の
不
利
益
な
取
扱

い
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
妊
娠
・
出
産

等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
等
の

相
談
件
数
は
、
高
い
水
準
で
推
移
し
て

お
り
、
平
成
26
年
10
月
23
日
に
は
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
の
適
用
に
関
し
て
最

高
裁
判
所
の
判
例
な
ど
も
踏
ま
え
、
次

の
よ
う
に
法
律
の
解
釈
が
変
更
さ
れ
、

平
成
27
年
１
月
23
日
か
ら
適
用
と
な
り

ま
し
た
。

　

主
な
内
容
に
つ
い
て
、
み
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

○
変
更
の
ポ
イ
ン
ト

　

最
高
裁
判
所
の
判
決
に
伴
い
、
妊
娠
・

出
産
、
育
児
休
業
等
を
「
契
機
と
し
て
」

な
さ
れ
た
不
利
益
取
扱
い
は
、
原
則
と

し
て
法
が
禁
止
す
る
妊
娠
・
出
産
、
育

児
休
業
等
を
「
理
由
と
し
て
」
行
っ
た

不
利
益
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
と
解
釈
さ

れ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
も
の
で
す
。

　

不
利
益
取
扱
い
の
例
は
、
別
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　

た
だ
し
、
例
外
と
し
て
、
次
の
場
合

は
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

①
業
務
上
の
必
要
性
か
ら
支
障
が
あ
る

　

場
合
で
あ
っ
て
、
特
段
の
事
情
が
存

　

在
す
る
と
き

②
契
機
と
し
た
事
由
ま
た
は
当
該
取
扱

　

い
に
よ
り
受
け
る
有
利
な
影
響
が
存

　

在
し
、
か
つ
、
当
該
労
働
者
が
同
意

　

し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
一
般
的

　

な
労
働
者
で
あ
れ
ば
当
該
取
扱
い
に

　

同
意
す
る
よ
う
な
合
理
的
な
理
由
が

　

客
観
的
に
存
在
す
る
と
き

○
雇
用
環
境
の
整
備

　

働
く
人
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
か
つ
、
働
く
女
性
が
母
性

を
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
雇
用
環
境
及
び
子
の
養

育
や
家
族
の
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
雇
用
環
境
の
整
備
は
、

社
会
の
活
力
を
維
持
し
て
い
く
上
で
、
ま

す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

男
女
雇
用
均
等
法
及
び
育
児
・
介
護

休
業
法
に
基
づ
く
ご
相
談
は
労
働
局
雇

用
均
等
室
に
お
い
て
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
疑
問
や
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

広
島
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

☎
０
８
２-

２
２
１-

９
２
４
７

次のような
事由を理由
として

【妊娠中または出産後の女性労働者の・・・】
○妊娠、出産
○妊婦健診などの母性健康管理措置
○産前・産後休業
○軽易な業務への転換希望
○つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が
　低下
○育児時間
○時間外労働、休日労働、深夜業をしない
【子どもまたは要介護状態の家族を持つ労働者の・・・】
○育児休業または介護休業
○短時間勤務
○子の看護休暇または介護休暇
○時間外労働、深夜業をしない

次のような
不利益取扱
いを行うこ
とは違法

【不利益取扱いの例】
○解雇
○雇い止め
○契約更新回数の引き下げ
○退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更
　の強要
○降格
○減給
○賞与等における不利益な算定
○不利益な配置変更
○不利益な自宅待機命令
○昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
○仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境
　を害する行為をする

人権擁護委員の日
　毎年６月１日は「人権擁護委

員の日」です。

　困りごと・心配ごと相談など

何でも受け付けます。

日時　６月１日（月）

　　　10 時～ 15 時

場所　人権センター１階会議室

問い合わせ

　広島法務局東広島支局

　☎ 082-423-7707

▼別表１　違法とされる不利益取扱いの例


